
衆議院小選挙区の区割り改定等のお知らせ 

 

令和４年１１月２９日 

在ザンビア日本国大使館 

 

【ポイント】 

●衆議院小選挙区間における較差を２倍未満に是正するため、関連法令の改正により

衆議院小選挙区の区割りが改定されました。 

●この区割りの改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選挙区が変更となっ

ている可能性がありますので、ご自身の小選挙区を改めてご確認ください。 

 

【本文】 

小選挙区間における較差を２倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院

小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは、令和４年１２月２８

日（法令施行日）以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。 

在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地（注１）によっては、投票

対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の選挙区に該当され

る方は、改定後の小選挙区をご確認ください。 

（注１）海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成６年（１９９４年）

４月３０日以前に日本を出国した方は本籍地。 

 

１ 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県 

今回の改定の対象となる２５都道府県は、以下のとおりです。対象となる小選挙区

等の詳細は、総務省ホームページの該当ページをご参照ください。 

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4

.html 

 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根

県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県 

 

２ 在外選挙人証の再交付申請 

今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票

をすることは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無

効になる可能性がありますので（注２）、在外選挙人証に記載されている衆議院小選

挙区の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめし

ます。 

（注２）例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第１区」で、今回

の改定により「○○第２区」に変更となった場合、「○○第１区」の候補者に

投票すると無効票となります。 

再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先をご

参照ください。 

・手続き詳細 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html 



・在外選挙人証再交付申請書  

   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf 

 

【在留届・たびレジ】 

このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。 

３か月以上滞在される方は、在外公館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留

届を提出してください。 

３か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新の安全情報や、緊急時に現地在

外公館の連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録し

てください。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html 

また、在留届の記載事項に変更がある方又は帰国・転出される方は、変更届、帰国・

転出届を提出してください。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 

「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以

下の URL から停止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に

安全対策に関する情報が届くよう、在留届（３か月以上の滞在）の届出、又はたびレジ

（３か月未満の滞在）の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけま

すようお願いいたします。 

 

【問合わせ先】 

在ザンビア日本国大使館 

Embassy of Japan in Zambia 

住所：No.5218, Haile Selassie Avenue, P.O. Box 34190, Lusaka, Zambia 

電話：＋260-211-251-555 

領事メール：jez.consul@lu.mofa.go.jp 

領事窓口時間：08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

ホームページ：https://www.zm.emb-japan.go.jp 

Facebook: https://www.facebook.com/JAPANinZAMBIA/ 

 

 


